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『用地取得特例制度活用会議』の設置及び第１回会議の開催について 
  

標記について、下記のとおりお知らせします。 

記 

１ 設置の趣旨 

  復興整備事業に係る土地収用手続の迅速化を目的とした「東日本大震災復興特別区域法

の一部を改正する法律」の施行を受け、改正法による特例制度について、県事業における

積極的な活用を推進するとともに市町村の活用促進を図るため、『用地取得特例制度活用

会議』（以下「活用会議」という。）を設置する。 

 

２ 活用会議の構成 

 (1) 活用会議のリーダーは、復興局技監とする。 

 (2) 活用会議のサブリーダーは、県土整備部副部長とする。 

 (3) 活用会議の構成員は、関係部局各室課の総括課長等とする。 

 (4) 活用会議の命を受けて、用地取得特例制度の活用のための必要な取組及び調査を実施

するため、活用会議のもとに幹事会を設ける。 

 

３ 第 1回活用会議の開催 

(1) 日時  平成 26年５月 15日（木） 午後３時～（約１時間の予定） 

(2) 場所  岩手県公会堂 21号室 

(3) 議題（予定） 

 ア 活用会議の設置の趣旨説明 

 イ 一部改正法の概要説明 

 ウ 構成員の役割分担、当面の対応事項及びスケジュールの確認 
 
 ※ 第１回活用会議は、幹事会との一体開催とします。 
 ※ 会議の公開の範囲は、３(ウ)の部分以外とします。 
 


